
 

医療安全相談窓口業務会計年度任用職員要綱 

 

制定 令和元年 12月 16日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、 

医療安全相談窓口業務会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）につ 

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（任用） 

第２条 会計年度任用職員の選考は、保健師免許、看護師（准看護師）免許のいずれか 

を有する者で、筆記試験（論文）及び面接の内容を総合的に勘案して行う。 

 

（任用期間） 

第３条 会計年度任用職員の任用期間は次のとおりとする。 

(1) 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末 

日までの期間の範囲内とする。 

(2) 会計年度任用職員の任期が(1)に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を 

考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。 

 

（再任用） 

第４条 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、第３条の規定にかかわ 

 らず、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、再度の任用ができるも 

のとする。 

 

（勤務地） 

第５条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所保健医療対策課とする。 

 

（業務内容） 

第６条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。 

医療安全相談窓口での相談業務（電話及び記録記入等） 

(1) 医療内容など、医学的知識・経験を要する相談内容への対応 

(2) 医療機関に対する苦情等、保健医療対策課職員が対応することが適当である相 

談内容の引継ぎ 

(3) 相談内容及び対応等の記録、月報等集計表の作成 

 

（勤務時間等） 

第７条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。 

(1) 勤務日数 

１日６時間の勤務時間で週５日勤務、週 30時間以内 

(2) 勤務時間 

午前９時 30分から午後４時 30分まで 

(3) 休憩時間  

午後０時 00分から午後１時 00分まで 

 



 

（休日） 

第８条 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。 

(1) 土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

(3) 12月 29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 

（給与等） 

第９条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、「会計年度任用職員の給 

与及び費用弁償に関する規則（令和元年大阪市規則第 27号）」及び「会計年度任用職 

員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき決定を行うものとする。 

 

（実施細目） 

第 10条 その他、この要綱の実施について必要な事項は、保健所保健医療対策課長が 

定める。 

 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

 


